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令和７年第13回筑紫野市教育委員会定例会 

 

○日     時 

  令和７年12月12日（金）午後２時00分から午後２時25分 

 

○場     所 

  筑紫野市役所 301会議室 

 

○出 席 委 員（５名） 

  教 育 長  上 野 二三夫       教 育 委 員  潮 見 眞千子 

  教 育 委 員  牛 川 由 美       教 育 委 員  久 原   寛 

  教 育 委 員  和 田 法 明 

 

○欠 席 委 員（０名） 

 

○出 席 説 明 員（９名） 

  教 育 部 長  濱 崎 博 文       教育政策課長  亀 井 美 和 

  学校教育課長  江 中   誠       学校給食課長  八 尋 優 一 

  生涯学習課長  轟   治 峰       文化財課長  小鹿野   亮 

  文化・スポーツ振興課長  安 樂 鉄 平       主幹指導主事  鬼 木 恵 美 

  指 導 主 事  西 村 幸 治 

 

○出席事務局職員（１名） 
 
  教育政策課 
          末 次 勝 也 
  庶務担当係長 

 

○議 事 日 程 

 １．教育委員会会議録の承認について 

    令和７年第１２回筑紫野市教育委員会会議録(令和７年11月27日開催) 

 ２．教育長の報告について（別紙） 

  

○部課長の報告について 
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○その他 

 

○次回の日程 【定例会】  令和８年１月２９日（木）14時00分  301会議室 
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会議録 

○教育長：事務局からお願いします。 

○教育政策課庶務担当係長：本日の会議の傍聴は０名でございます。以上、報告させていただき

ます。 

○教育長：それでは、定刻となりましたので、ただいまから令和７年第13回筑紫野市教育委員会

定例会を開会いたします。議事日程の順序に従い会議を進めてまいります。なお、発言は議長の

許可を得た後にお願いをいたします。 

 

日程第１、教育委員会会議録の承認の件 

○教育長：先月11月27日に開催しました令和７年第12回筑紫野市教育委員会会議録を承認するこ

とについて、御異議ないでしょうか。 

○（特になし） 

○教育長：ご異議なしと認めます。よって、本件については原案のとおり承認されました。 

 

日程第２、教育長の報告の件 

○教育長： 

① 後期前半を振り返って 

・前期の成果、課題等を踏まえた、地域・保護者に信頼される学校経営の推進 

・授業改善及びICTを利活用した日々の教育活動及び校内研修の推進 

・いじめ・不登校対応と組織的な生徒指導及び生徒指導に係る保護者対応 

・特別支援教育の充実及び新任特学担任の力量向上のための研修の実施 

・学力向上（全国・県）に係る教育長面談(10/6二日市小～11/2８筑紫野南中) 

・人事異動に係る校長ヒアリング（11/20及び11/25） 

・筑山中ブロックの教育長・教育委員懇談訪問の実施（10/８ 10/20 11/18） 

・筑紫野市研究指定・委嘱校の研究発表会（11/14山口小 11/21天拝小） 

・自然教室、修学旅行、音楽発表会等の学校行事 

※ ２月の筑紫小の表現集会で年間の主な学校行事が終了 

② インフルエンザ流行防止のための取り組みについて  

・数校の小中学校で学級閉鎖、学年閉鎖等の対応もあり、冬休み中の家庭での感染予防対策  

の取り組みを・・・・・学校便り等で家庭に周知のこと 

 ③ その他 

   ・第２６回筑紫地区人権・同和教育研究大会の参加について 
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    開催方法・・・・・・ 昨年度同様に、インターネットを活用した動画配信形式 

    動画の視聴期間・・・２０２６年 １／２４ (土)～２／１５（日）の２３日間 

○教育長：ただいまの報告について、質疑ありませんか。 

○（特になし） 

○教育長：それでは、私からの報告はこれで終わりたいと思います。 

続きまして、各課等からの報告に移りたいと思います。 

 教育部長からお願いします。 

 

○教育部長：現在、12月議会の会期中でございます。来週の水曜日、木曜日で一般質問がござい

ますが、今回は、７議員から多岐にわたる質問をいただいているところです。その質問の概要に

つきましては、１月の委員会でご報告をさせていただきたいと思います。それ以外でございます

が、体育館の空調設備の整備方針を前回の委員会でご報告させていただきました。その中で、小

学校の空調設備を先に進める関係で設計業務委託料の補正予算を提案させていただいて、ご理解

をいただいたところでございます。それと、小中学校の運動場及び体育館の使用料をとるように

したいというような条例の新規制定、こちらも提案させていただいています。これにつきまして

は、まず、現在社会体育施設であります農業者トレーニングセンターが有料であるにも関わらず、

小中学校は無料であるということは、同一の団体が利用するのに有料と無料で不平等であるとい

うような、主にそういった観点からご提案をさせていただきまして、昨日、常任委員会の方で審

議をいただきましたところ、ご理解をいただくのが非常に難しく、無料であったものを有料にす

ることについて、なかなか議会の理解を得られなかったというようなことでございます。これに

つきましては、今回は否決というような流れになろうかと思います。しかしながら、やはり公平

性の観点から、しっかりともう一回丁寧に内容を練り直して、然るべき時に条例制定に向けて提

案をしていきたいと考えているところでございます。以上でございます。 

○教育長：ありがとうございました。 

 次に、教育政策課、亀井課長、お願いします。 

 

○教育政策課長：私からは３点ご報告させていただきます。まず、一点目の小中学校教職員等の

駐車場有料化についてでございます。こちらについては、規則の改正等で年明けに作業をさせて

いただいて、また改めて教育委員会にはかけさせていただこうとは思っているんですけども、周

知ということもありまして、先月の校長会において先に説明をしているところでございます。教

職員駐車場使用料、学校の敷地内に停めている分について、これまでは先生方から料金は徴収し

ておりませんでした。一方で、市の職員においては、駐車場の使用料を徴収していたという、同
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じ職場でありながら、雇用の形態において差があるというような状況で、前々から懸案事項とな

っておりましたが、今回改めて教職員駐車場使用料の徴収ということに取り組んでいきたいとい

うことで、おろしているところでございます。校長会の方では一定ご理解をいただいているとこ

ろでございます。概要としましては、対象となる人として県費の職員のみなさんとなり、短期間

の雇用であったりとか、短時間の雇用の方については除くということにしたいと考えております。

駐車場使用料につきましては、月額1,500円。これにつきましては、実は議論がありまして、近隣

では1,000円あたりが多かったんですが、市の考え方としましては、市の職員が1,500円というこ

とで同額を徴収させていただきたいということで、これにつきましても一定のご理解をいただけ

たと思っております。使用料の使途についてですが、教育環境の向上、充実のため教育費予算に

充当してしっかり使っていきますということでご説明をしているところです。駐車場は、学校に

よっては区画線があいまいなところとかありますので、そのあたりもしっかりと対応させていた

ただいて、先生方が停めやすいように区画をしっかりと分けるといったところも対応したいと思

っております。また、この件につきましては１月以降の教育委員会の方でも議論いただきたいと

思っております。２点目が、校舎増改築事業の進捗についてということで、これについては資料

はございません。二小と二東小についてご報告をさせていただこうと思います。二日市小につき

ましては、年明け１月から仮校舎の建設、設置工事に入っていきます。それに伴う先行工事とし

て、支障となる大きなクスノキやセンダンの木があるんですけども、今日の午前中に、クスノキ

を切った後に活用して欲しいということで、「くすのきプロジェクト」というようなですね、子

どもたちの中で立ち上がっているということで、くすのきプロジェクトの皆さんから教育長にど

うゆうふうに活用して欲しいという要望書が手渡されたところです。二日市東小学校については、

１２月から管理棟付近の拡幅工事が始まっています。また、北門、西村織物付近に新たに４階建

ての増築を建てる新築工事が始まってまいります。いずれも工事が本格化してまいりますので、

安全管理を徹底してまいりたいと思っております。最後に、別紙で１１月の教育委員会研修会会

計報告をつけております。お読みとりいただきたいと思います。皆様に担っていただいた役割を

思い返しながらですね、写真を掲載させていただいています。この写真は動画から切り出したも

ので、動画については、筑紫野市のインスタグラムの中で紹介されておりますので、ぜひ皆さん

ご登録の上、ご覧いただければと思います。 

以上でございます。 

○教育長：ありがとうございました。 

 次は、学校教育課長、江中課長、お願いします。 

 

○学校教育課長：私のほうからは１点ご報告いたします。 
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 小中学校後期前半の修了日が12月24日になります。12月25日から１月７日までが冬休みという

ことで、後期後半の開始日が１月８日となっておりますので、ご報告しておきます。 

以上でございます。 

○教育長：ありがとうございました。 

 学校給食課、八尋課長、お願いします。 

 

○学校給食課長：１月分の献立表と食育だよりを載せさせていただいております。給食のスター

トが１月９日からのスタートとなっております。そして、4ページには献立の中の材料表を載せさ

せていただいております。5ページには毎月載せさせていただいている食育だよりとなります。こ

の度、年末年始ということで年越しそばやおせちといったものを掲載しております。あとは献立

表の中から芋煮のレシピを載せさせていただいております。また、今月の旬の食材はさといもと

いうことで紹介させていただいております。 

以上でございます。 

○教育長：ありがとうございました。 

 次に、生涯学習課、轟課長お願いします。 

 

○生涯学習課長：私からは１点でございます。 

１月11日に予定しております、はたちの集いのご案内でございます。13時30開式としておりま

すので、開式の30分前の13時に来場いただければと考えております。実行委員会方式で開催をし

ておりまして、これまで５回実行委員会を開催させていただいております。委員は11名ですが実

際に携わっていただいているのはその内の９名となっておりまして、その内の１名が牛川委員の

娘さんとなっており、活発なご意見をいただいておりまして、立派な式ができるのではないかと

思っております。 

以上でございます。 

○教育長：ありがとうございました。楽しみですね。 

 文化・スポーツ振興課、安樂課長お願いします。 

 

○文化・スポーツ振興課長：１点報告でございます。 

 先月の教育委員会でもご紹介させていただきました、天拝山ロードレースが11月30日に開催さ

れました。天気も曇ることなく盛大に開催されました。中学校１年生の部と中学校３年生男子の

部で大会新記録がでております。当日、皆さん健やかに走られておりました。 

以上でございます。 
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○教育長：ありがとうございました。 

 それでは、文化財課、小鹿野課長お願いします。 

 

○文化財課長：私からは１点でございます。 

 例年博物館で取り組んでおります、「博物館で昔の道具を体験しよう」筑紫野市の移り変わり

展ということで、小学校３年生の社会科の単元を支援することを目的として、取り組んでおりま

す。12月２日に各校に文書を発出しておりますが、受入期間が12月22日から２月27日までで予定

をしております。それと併せまして、昔の道具の貸出も取り組んでおります。こちらは１月９日

から２月２７日までということで、コロナ期間中は博物館に来れない時期がありましたので、逆

にその道具を貸し出すことで、学校の方で同じような体験をアウトプットして体験していただこ

うということで、現在両方の取り組みを進めているところでございます。 

以上でございます。 

○教育長： ありがとうございました。ちなみに、どういった物を貸し出しているのですか。 

○文化財課長：セットの資料にしておりまして、例えば、山家の岩戸神楽を紹介するセットだと

か、武蔵寺縁起を紹介するものだとかを解説書付きで学校に貸し出し、先生に学芸員になって説

明していただくというような形をとっております。 

〇教育長：ありがとうございました。 

それでは、各課からの報告ということで終わりたいと思います。 

続きまして、その他に移りたいと思います。 

 教育委員の皆様及び部課長さんたちのほうからございましたら、どうぞ出してください。よろ

しいですか。 

〇牛川委員：先月の研修会に参加させていただきありがとうございました。感想になりますが、

竜岩自然の家主催でサバイバルキャンプをされているという資料を見せていただいた中で、搬送

の仕方だったりとかをコミセンだったり自治会の単位で防災のキャンプなどを実施されていて、

半分遊び、半分防災というイベントの取り組みをされているところが多くありますし、市子連も

竜岩自然の家でキャンプも行っていますので、そのように単独で竜岩を使用している団体とサバ

イバルキャンプだったりが、防災に繋がることを連携して取り組めたらいいなと考えたところで

す。救護者の搬送方法などはなかなか習う機会がないと思いますので、せっかくそういったこと

を教えていただける方がいらっしゃるのであれば、地域の方に展開できないかなと思いました。 

 以上です。 

〇生涯学習課長：おっしゃるとおりだと思います。それぞれが単発的に行われているのが実態で

ありますので、横ぐしで情報交換しながら高めていけたらなという考えもありますので、参考に
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させていただきたいと思います。 

〇教育長：ほかはよろしいでしょうか。 

○（特になし） 

○教育長：それでは、これをもちまして令和７年第13回筑紫野市教育委員会定例会を閉会いたし

ます。 


